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1 総則

1.1 適用範 囲

本仕様書は、航空 自衛 隊松 島基地航空祭 (以 下 「航空祭」 とい う。)における

保安検査及び交通誘導役務 (以 下 「誘導役務」 とい う。)について適用す る。

1.2 用語の定義

a)検査官

契約担 当官が、誘導役務 について検査 を行わせ るため、補助者 として任命 し

た者 をい う。

b)監督官

契約担 当官が、誘導役務 について監督 を行わせ るため、補助者 として任命 し

た者 をい う。

1。 3 引用法令等

この仕様書に引用す る次の文書は、 この仕様書 に規定す る範囲において、 この

仕様書の一部 をなす ものであ り、契約時における最新版 とす る。

分類番号 :E-10-125

保存期間 :5年

保存期 間満 了時期 :2029。 3

作成年度 :2023年 度

枚  数 :11枚
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件  名 航空祭 にお ける保安検査及び交通誘導役務

a)警備業法 (昭和 47年 法律第 117号 )

b)警備員等の検定等に関す る規則 (平成 17年国家公安委員会規則第 20条 )

2 役務 に関す る要求

2.1 委託業務 の概要

a)目 的

1)航 空祭 に伴 う来場者 に対 し、基地 内において保安検査及 び交通誘導 を行

い、来場者 と基地の安全 を確保す る。

2)基 地周辺 において交通誘導 を行い、交通渋滞の緩和及び事故 を防止す る。

b)履 行 日及び時間 (基 準 )

1)基地内警備責任者 、保安検査及び基地内交通誘導については令和 5年 8月

27日 (日 )0700～ 1700(休 憩時間 も含 めた時間 )

2)基 地外警備 責任 者 及 び基 地外 交通誘 導 につ い て は令 和 5年 8月 27日

(日 )0600～ 1700(休 憩時間 も含 めた時間 )

c)休憩時間

労働基準法第 34条 に基づ き、適切 に休憩す るもの とす る。

d)履行場所

1)航空 自衛 隊松 島基地及び基地周辺

2)矢本 IC及び石巻港 IC周辺

e)人員 の配置等

1)基地内警備責任者 (雑踏警備業務検定 2級以上の資格保有者 )を 1名 及び

基地外警備 責任者 (交通誘 導警備 業務検 定 2級以上の資格保有者 )1名 を

警備 隊本部 (別 図第 1の とお り。)に配置す るもの とす る。

2)保 安検 査 要員 と して官側 が示す基 地 内 (別 図第 1、 5、 6、 7の とお

り。)の 3か所 に 70名 を配置す る。

3)基 地内交通誘導要員 として官側が示す基地内 (別 図第 1の とお り。)16
か所 に 16名 (別 図第 1に 示す Pl、 P6、 Pllは 、雑踏警備 業務検 定

2級以上の資格保有者 )を配置す る。

4)基 地外交通誘導要員 として官側が示す基地周辺 (別 図第 2、 3、 4の と

お り)78か 所 に 78名 (別 図第 2、 3、 4に 示す P39、 P41、 P

50、 P52、 P54、 P59、 P69は 、交通誘 導警備業務検 定 2級 以

上の資格保有者)を配置す る。

2.2 実施事項

契約相手方は、次に掲 げる事項 を関連法令遵守の うえ実施す るもの とす る。



件  名 航空祭 にお ける保安検査及び交通誘導役務

a)責任者 の業務

基地内警備責任者及び基地外警備責任者 は、各要員の配置状況、勤務、休憩

等 の総括業務 を行 う。 その際の通信 手段 は、契約相手方 が準備す るもの とす

る。 また、保安検査及び交通誘導要領 の細部について官側 の担 当者 と調整 し、

各要員への指示 を行 うもの とす る。

b)保 安検査要員の業務

1)保安検査場 (別 図第 5、 6、 7の とお り。)の各 レー ンに、契約相手方が

準備す る携帯型金属探知器 を 1個及び各保安検査場に予備 として各 2個 (計

41個 )配備す る。

2)保 安検査要員は、金属探知器係及び手荷物検査係 の 2名 1組で行 うもの と

す る。

3)金 属探知器係 は、来場者 に対 して金属探知器 による身体検査 を実施す るほ

か、身体検査 に併せ て官側 が準備 す るカ ウンター を使用 し、各 レー ンの来

場者数 を掌握す るもの とす る。

4)手 荷物検査係 は、来場者 が基地 内に持 ち込む所持 品及 び荷物 (中 身 を含

む。 )を 目視 に よ り確認 し、銃砲刀剣類所持 取締法 に定 め られ た危険物及

び小型無人機 (ド ロー ン)の ほか、官側 が示す持 ち込み禁止物 の有無 を確

認す る。

5)入場者数 の減少 によ り、官側 か ら保安検査場 の レー ン削減 の指示 を受 けた

場合 は、そ の レー ンに配置 され ていた保安検査要員 は、退場者 の整理誘 導

を実施す る。

c)交通誘導要員 の業務

1)基地内交通誘導要員 は、基地内道路上にお ける来場者 の交通誘導及び立入

禁止 区域への進入 を阻止す る。

2)基 地外交通誘導要員 は、基地周辺 における来場者 の交通誘導及び渋滞 を緩

和のための交通整理 を実施す る。

3)駐 車場までの案 内において、契約相手方が準備す る看板 7枚及び官側が準

備す る看板 3枚 を使用 し誘導す るもの とす る。

なお、契約相手方 が準備す る看板 の仕様及 び看板 を用 いて誘 導す るポス

トについては別図第 3、 4の とお りとす る。

d)人員の配置要領

1)契約相手方 は、当該誘導役務 に係 る人員の配置 において必要な輸送 を実施

す るもの とす る。



件  名 航空祭 にお ける保安検査及び交通誘導役務

2)契約相手方 は、人員の配置 について、基地外警備責任者及び基地外交通誘

導要員 にお いては履行 日当 日の 0600、 基地 内警備 責任者 、基地 内交通

誘 導要員及 び保安検査要員 においては履行 日当 日の 0700ま で に配置 を

完了す るもの とす る。

e)服装及び装具

契約相手方 は、配置す る人員 に警備業法第 16条 によ り公安委員会 に届 け出

た制服 を着用 させ るもの とす る。その他 、当該誘導役務 に必要な装具は契約相

手方が準備す るもの とす る。

2.3 提 出書類

1)計画書

契約相 手方 は、契約締結後速や かに官側 と調整 した上 で当該誘 導役務 に

係 る計画書 (様式任意)を 作成 し、監督官に提出す るもの とす る。

2)計 画書記入項 目

ア)人員の配置場所、人員及び勤務計画表 (休憩時間 も含む。 )

イ)人員の氏名及び保有す る警備資格

3 監督検査

監督及び検査 は、契約担 当官 が定 める監督・ 検査事務処理要領 に よ り実施

す る。

4 その他

4.1 本役務 において知 り得た情報は、他者 に漏 えいす ることな く情報保全 に

万全 を期す るもの とす る。

4。 2 契約相手方は、業務上の安全又 は危険予防に関 し万全 を期す る ととも

に、第二者 との トラブル防止 に努 めるもの とす る。

4.3 当該誘導役務実施 に伴い、契約相手方 と第二者 との間に発生 した事故及

び トラブル については、契約相手方の責任 において対処す るもの とす る。

4.4 本仕様書 は、履行 目的以外 に使用 してはな らない。

4.5 本仕様書 に記載 されていない事項で、関連法令上当然実施 しなけれ ばな

らない事項 については、契約相手方が関連法令 に基づ き実施す るもの とす る。

4.6 本仕様書に明示 されていない事項、その他不明な事項及び誘導役務実施

中に疑義が生 じた場合 については、監督官 と調整 し、指示 を受 けるもの とす る。



別図第 1

誘導役務配備 図
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別図第 2

基地外交通誘導要員配備 図 1(基地周辺 )
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別図第 3

基地外交通誘導要員配備 図 2(矢本 IC付近 )

rrt'eo

看板の仕様及び看板を用いて誘導す
るポスト

航空祭

駐車場

西浜、南浜
(シ ヤトルバス乗建場)

矢本東市民
センター寺

/＼
角 F
L」

航空祭

駐車場

西浜、南浜
(シ ャトルバス乗降場 )

言lC

矢本東市民
センター等

注 :P63、 P65、 P67につい

ては、官側が準備する看板を用いて

誘導するものとする。

P59 P61

〈仕様〉
寸法 :縦 1 0 0cm、 横 5 0cm
材質 :任意とする。
文字 :矢印及び航空祭文字/赤色調

:行先文字/黒色調

P62
00P61

P60

日砂 59

n東
▼ コ

トイサらス石巻矢本店0

%

%

P64

｀ P63

イオンタウン矢ホ0)

サイゼリヤ イオン
`hタウン矢本店 ▼

Xp,iHrffi*tfl,1\I

9
宮城県東松島高 9 z想F

バ
ヽ

0

凡例

C)基地外交通誘導要員X10人

Eヨ

ｒ
ヽ
、



別図第 4

基地外交通誘導要員配備図 3(石巻港 IC付近 )
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別図第 5

保安検査要員配備図 1(若松門 )
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別図第 6

保安検査要員配備図 2(基地体育館 )
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別図第 7

保安検査要員配備図 3(南 門 )
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航 空 自 衛 隊 仕 様 書

仕様書の

種  類

内容 に よる分類 役務仕様書

性質による分類 個別仕様書

物 品番 号 仕様書番号

品   名

又 は

件   名

航空祭 にお ける駐車

場誘導及び シャ トル

バス誘導役務

松 基 LPS― X00859-1

承  認 令 和 4年 6月 23日

作  成 令和 4年 6月 23日

改  正

令 和 5年 6月 29日

令 和 年   月  日

作成部

隊等名
4空 団基地業務群 4防 隊

1 総則

1.1 適用範囲

本仕様書は、航空 自衛 隊松島基地航空祭 (以 下 「航空祭」 とい う。)に お ける

駐車場誘導業務及びシャ トルバス誘導役務 (以 下 「誘導役務」 とい う。)につい

て適用す る。

1.2 用語の定義

a)検査官

契約担 当官が、誘導役務 について検査 を行わせ るため、補助者 として任命 し

た者 をい う。

b)監督官

契約担 当官が、誘導役務 について監督 を行 わせ るため、補助者 として任命 し

た者 をい う。

1.3 引用法令等

この仕様書 に引用す る次の文書は、 この仕様書 に規定す る範 囲において、 この

仕様書の一部 をなす ものであ り、契約時にお ける最新版 とす る。

a)警備業法 (昭和 47年 法律第 117号 )

b)警備員等の検定等 に関す る規則 (平成 17年 国家公安委員会規則第 20条 )



件  名 航空祭 にお ける駐車場誘導及び シャ トルバス誘導役務

2 役務 に関す る要求

2.1 委託業務の概要

a)目 的

1)航空祭 に伴 う基地内への来場車両を基地内駐車場まで誘導 し、来場者及び

基地の安全 を確保す る。

2)基 地外駐車場か ら基地内へ運行 され るシャ トルバスを、基地内の乗降場所

へ誘 導す るこ とで シャ トルバ スの円滑 な運行 を図 る とともに、来場者 の安

全 を確保す る。

b)履行 日及び時間 (基準 )

令和 5年 8月 27日 (日 ) 0700～ 1800(休 憩時間も含 めた時間 )

c)休憩時間

労働基準法第 34条 に基づ き、適切 に休憩す るもの とす る。

d)履行場所

航空 自衛 隊松 島基地内

e)人員 の配置等

1)駐車場誘導業務

駐 車場責任者 (交通誘導警備業務検 定 2級以上の資格保有者 )1名 を官

側 が示 す駐 車場本 部 1か 所 に、駐 車場誘 導係 (資 格保 有 の有無 は問 わ な

い。 )26名 を官側 が示す駐車場 9か所 に、計 27名 を別 図第 1の とお り

配置す るもの とす る。

2)シ ャ トルバス誘導業務

シャ トルバス誘導責任者 (交通誘導警備業務検定 2級以上の資格保有者 )

1名 を官側 が示す シャ トルバ ス本部 1か所 に、 シャ トルバ ス誘導係 (資 格

保有 の有無 は問わない。 )6名 を官側 が示す誘 導位 置 1か所 に、計 7名 を

別 図第 2の とお り配置す るもの とす る。

2.2 実施事項

契約相手方 は、次に掲げる事項 を関連法令遵守の うえ実施す るもの とす る。

a)事前教育

契約相手方 は、履行 日前に配置す る要員 に対 して当該役務 の配置時にお ける

誘導要領 を教育す るもの とす る。

b)駐 車場責任者及びシャ トルバス誘導責任者 の業務

駐車場本部及びシャ トルバス本部に配置す る各責任者 は、配属 された各誘導

係 の人員配置、勤務、休憩等の統括業務 を行 う。その際の通信手段は契約相手

方
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が準備す る。 また、誘導要領 の細部 について官側の担 当者 と調整 し、各誘導係

への指示 を行 うもの とす る。

c)駐車場誘導係 の業務

1)駐車場誘導係 は、来場者 の車両を来場者 の区分 に応 じた駐車場 まで誘導す

るもの とす る。

2)駐 車場誘導係 は、担 当す る駐車場が満車 となった場合 は、速やかに責任者

を通 じて官側 に連絡 し、指示 を受 けるもの とす る。

3)駐 車場誘導係 は、駐車場か ら出よ うとす る車両の動 きに注視 し、安全確保

に必要な整理誘導 を行 うもの とす る。

d)シ ャ トルバス誘導係 の業務

1)シ ャ トルバス誘導係 は、官側が用意す るシャ トルバス停車位置 において、

来場者 が安全 にシャ トルバ スに乗 り降 りで きるよ う来場者 を誘導す る。 シ

ャ トルバス経路及び停車位置は別図第 2の とお りとす る。

2)シ ャ トルバス誘導係 は、シャ トルバスか ら降車 した来場者及びシャ トルバ

スに乗車す る来場者 が、安全 に移動 で きるよ う来場者 経路上 で誘導す る。

来場者経路は別 図第 2の とお りとす る。

e)人員 の配置要領

1)契約相手方 は、当該役務の履行 において、必要 な輸送 を実施す るもの とす

る。

2)契 約相手方 は、人員 の配置 を履行 日当 日の 0700に 完 了す るもの とす

る。

f)服装及び装具

契約相手方 は、配置す る要員 に警備業法第 16条 によ り公安委員会に届 け出

た服装 を着用 させ るもの とす る。その他 、当該委託業務 に必要な装具は契約相

手方が準備す るもの とす る。

2.3 提 出書類

1)計画書

契約相手方 は、契約締結後速や かに官側 と調整 した上で、 当該誘 導業務

に係 る計画書 (様式任意)を 作成 し、監督官に提 出す るもの とす る。

2)計 画書記入項 目

ア)人員の配置場所、人員及び勤務計画表 (休憩時間を含む。 )

イ)人員の氏名、保有す る誘導資格
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3 監督検査

監督及 び検査 は、契約担 当官 が定 める監督・検査事務処理要領 に よ り実施

す る。

4 その他

4.1 本役務 において知 り得た情報は、他者 に漏 えいす ることな く情報保全 に

万全 を期す るもの とす る。

4.2 契約相 手方 は、業務上 の安全又 は危 険予防 に関 し万全 を期す る ととも

に、第二者 との トラブル防止 に努 めるもの とす る。

4.3 当該誘導役務実施 に伴い、契約相手方 と第二者 との間に発生 した事故及

び トラブル については、契約相手方の責任 において対処す るもの とす る。

4.4 本仕様書は、履行 目的以外 に使用 してはな らない。

4.5 本仕様書 に記載 されていない事項で、関連法令上 当然実施 しなけれ ばな

らない事項 については、契約相手方が関連法令 に基づ き実施す るもの とす る。

4.6 本仕様書に明示 されていない事項、その他不明な事項及び誘導役務実施

中に疑義が生 じた場合 については、監督官 と調整 し、指示 を受 けるもの とす る。
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別図第 2

シャ トルバ ス誘導係配備 図
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